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村
で
は
、
難
病
患
者
の
方
に
対

し「
難
病
患
者
支
援
費
」を
年
２
回

支
給
（
４
〜
９
月
分
を
９
月
支

給
・
１０
〜
３
月
分
を
３
月
支
給
）

し
て
い
ま
す
。
申
請
手
続
き
は
そ

の
都
度
必
要
で
す
の
で
、
支
給
の

対
象
と
な
る
方
は
、
申
請
期
間
中

に
役
場
福
祉
介
護
課
で
次
の
と
お

り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
支
給
対
象
者　

次
の
す
べ
て
の

要
件
を
満
た
す
方

・
村
内
に
居
住
し
、
住
民
基
本
台

帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

・
指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者

証
、
一
般
特
定
疾
患
医
療
受
給

者
証
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
受
給
者
証
、
先
天
性
血
液
凝

固
因
子
障
害
等
医
療
受
給
者
証

の
い
ず
れ
か
の
交
付
を
受
け
て

い
る
こ
と
。

・
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
の
施
設

に
入
所
し
て
い
な
い
こ
と
。

・
生
活
保
護
法
に
よ
る
扶
助
を
受

け
て
い
な
い
こ
と
。

◇
申
請
に
必
要
な
も
の

・
指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者

証
、
一
般
特
定
疾
患
医
療
受
給

者
証
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
受
給
者
証
、
先
天
性
血
液
凝

固
因
子
障
害
等
医
療
受
給
者
証

の
い
ず
れ
か
一
つ

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

に
よ
り
、
受
給
者
証
の
有
効
期

間
が
延
長
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

　

そ
の
延
長
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
受
給
者
証
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

・
印
鑑

・
新
規
・
口
座
変
更
の
場
合
は
振

込
先
口
座
の
通
帳
の
写
し

◇
申
請
受
付
期
間（
９
月
支
給
分
）

　

８
月
２
日（
月
）〜
３１
日（
火
）

※

土
・
日
・
祝
日
を
除
き
ま
す
。

◇
支
援
額　

月
額
３
０
０
０
円

※

申
請
者
個
々
の
金
融
機
関
の
口

座
に
振
り
込
み
ま
す
。

◇
申
請
・
問
合
せ　

役
場
福
祉
介

護
課

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
と
は
、
認
知

症
の
人
や
そ
の
家
族
、
専
門
職
や

地
域
住
民
が
お
互
い
に
交
流
し
た

り
、
情
報
交
換
を
し
た
り
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
る
カ

フ
ェ
の
こ
と
で
す
。
息
抜
き
が
で

き
た
り
、
相
談
す
る
こ
と
で
気
持

ち
が
楽
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※

要
予
約
。

難
病
患
者
支
援
費
の

ご
案
内（
９
月
支
給
分
）

◇
主
催　

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
を
推

進
す
る
会

◇
日
時　

８
月
２７
日（
金
）午
後
１

時
３０
分
〜
３
時
３０
分
（
受
付
午

後
１
時
〜
）

◇
場
所　

美
浦
村
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
美
浦
村
木
原
１
５
０

－

２
）

◇
内
容

①
落
語
会
：
好
文
亭
梅
朝
氏

②
福
祉
専
門
職
に
よ
る
相
談
会

◇
参
加
費　

無
料

◇
定
員　

先
着
１５
名

※

定
員
で
締
切
。（
村
内
在
住
・
在

勤
者
優
先
）

◇
申
込
・
問
合
せ　

美
浦
村
社
会

福
祉
協
議
会
☎
０
２
９

－

８
８

５

－

０
０
３
８

県
で
は
、
中
央
労
働
金
庫
と
提

携
し
て
、
勤
労
者
等
の
生
活
の
安

定
を
図
る
た
め
、
生
活
資
金
等
を

低
利
で
融
資
し
て
い
ま
す
。
融
資

要
件
な
ど
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◇
対
象　

①
勤
労
者
②
失
業
者
③

育
児
・
介
護
休
業
者

◇
使
途　

①
冠
婚
葬
祭
・
医
療
教

育
費
用
等
②
生
活
資
金
③
生
活

資
金

◇
金
利　

①
１
・
６
％
②
１
・
２

％
③
１
・
５
％

◇
限
度　

①
１
０
０
万
円
ま
で
②

５０
万
円
ま
で
③
１
０
０
万
円
ま

で※

別
途
保
証
料
率
年
０
・
７

％
あ
り

◇
お
申
込
み
い
た
だ
け
る
方　

以

下
の
す
べ
て
条
件
を
満
た
す
方

・
勤
労
者
の
方

・
県
内
に
原
則
と
し
て
１
年
以
上

居
住
又
は
勤
務
し
て
い
る
方

・
現
在
の
勤
め
先
に
原
則
と
し
て

１
年
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る

方
・
前
年
税
込
年
収
１
５
０
万
以
上

の
方

◇
問
合
せ　

お
近
く
の
中
央
労
働

金
庫（
県
内
）ま
た
は
県
労
働
政

策
課
☎
０
２
９

－

３
０
１

－

３

６
３
５

好
文
亭
梅
朝
さ
ん
の
落
語
で
楽

し
い
ひ
と
時
を
す
ご
し
ま
し
ょ
う
。

※

事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

◇
日
に
ち　

９
月
５
日（
日
）

◇
時
間　

午
後
１
時
３
０
分
か
ら

◇
場
所　

文
化
財
セ
ン
タ
ー

◇
人
数

２０
名

◇
申
込
受
付　

８
月
３
日
か
ら

◇
申
込
・
問
合
せ　

文
化
財
セ
ン

タ
ー
☎
０
２
９

－

８
８
６

－

０

２
９
１

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

（
認
知
症
カ
フ
ェ
）

勤
労
者
向
け
融
資
制
度

梅
朝
基
礎
落
語

（広告欄）

手塚貴久　調教師 野島一也　厩務員

萩原　清　調教師 松山直樹　厩務員
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竜
ケ
崎
税
務
署
か
ら
村
に
感
謝
状

茨
城
県
で
は
、
多
く
の
県
民
の

み
な
さ
ん
が
障
害
者
雇
用
を
理
解

し
、
障
が
い
の
あ
る
方
々
が
い
き

い
き
と
働
く
こ
と
が
で
き
る
社
会

の
実
現
を
め
ざ
し
、
障
害
者
雇
用

に
積
極
的
に
取
り
組
む
企
業
等
を

「
茨
城
県
障
害
者
雇
用
優
良
企
業
」

と
し
て
認
定
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

等
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

主
な
認
定
基
準
は
、
①
茨
城
県

内
に
本
社
が
あ
る
こ
と
、
②
障
害

者
法
定
雇
用
率
を
達
成
し
て
い
る

こ
と
、
③
働
き
や
す
い
職
場
環
境

を
整
備
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で

す
。
詳
し
い
内
容
や
申
請
方
法
は
、

県
労
働
政
策
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

多
く
の
企
業
の
み
な
さ
ま
の
ご

応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◇
問
合
せ   

茨
城
県
労
働
政
策
課

技
能
振
興
Ｇ
☎
０
２
９

－

３
０

１

－

３
６
５
６
、
メ
ー
ル（ro

usei5@
pref.ibaraki.lg.jp

）

◎

第
二
種
電
気
工
事
士
受
験
対
策

（
筆
記
）Ｂ

◇
内
容　

第
二
種
電
気
工
事
士
の

筆
記
試
験
対
策

◇
実
施
日
時　

９
月
１９
日（
日
）、

２５
日（
土
）、
２６
日（
日
）

＊
全
３
日
間
（
午
前
９
時
〜
午
後

４
時
）

◇
申
込
期
限　

８
月
１７
日（
火
）

※

期
間
内
必
着
。

◇
定
員

２０
名

※

定
員
を
超
え
た
応
募
が
あ
っ
た

場
合
は
抽
選（
在
職
者
優
先
）。

◎
ア
ー
ク
溶
接
特
別
教
育

◇
内
容　

労
働
安
全
衛
生
法
に
基

づ
く
特
別
教
育

◇
準
備
物　

作
業
着
な
ど

◇
実
施
日
時

１０
月
５
日（
火
）、

６
日（
水
）、
７
日（
木
）

＊
全
３
日
間
（
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
）

◇
申
込
期
限　

８
月
２
日（
月
）か

ら
８
月
２３
日（
月
）ま
で

※

期
間
内
必
着

◇
定
員

１０
名

※

定
員
を
超
え
た
応
募
が
あ
っ
た

場
合
は
抽
選（
在
職
者
優
先
）。

◎
第
一
種
電
気
工
事
士
受
験
対
策

（
技
能
）

◇
内
容　

第
一
種
電
気
工
事
士
受

験
対
策
（
技
能
）

◇
実
施
日
時

１０
月
１６
日（
土
）、

２３
日（
士
）、
３０
日（
土
）

＊
全
３
日
間
（
午
前
９
時
〜
午
後

４
時
）

◇
申
込
期
限　

８
月
２３
日（
月
）か

ら
９
月
１３
日（
月
）ま
で

※

期
間
内
必
着

◇
定
員

２０
名

※

定
員
を
超
え
た
応
募
が
あ
っ
た

場
合
は
抽
選（
在
職
者
優
先
）。

《
共
通
事
項
》

◇
申
込
方
法　

士
浦
産
業
技
術
専

門
学
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
」
の
ペ

ー
ジ
か
ら
電
子
申
請
に
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
受
講
料　

３
０
４
０
円

◇
問
合
せ
・
申
込
み　

茨
城
県
立

士
浦
産
業
技
術
専
門
学
院
（
〒

３
０
０

－

０
８
４
９
土
浦
市
中

村
西
根
番
外
５０
番
１
７
９
）
☎

０
２
９

－

８
４
１

－

３
５
５
１
、

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
９

－

８
４
１

－

４

４
６
５
（http://t-gakuin.

ac.jp/

）

県
か
ら
の
営
業
時
間
短
縮
要
請

お
よ
び
外
出
自
粛
要
請
の
影
響
を

受
け
、
売
上
が
大
き
く
減
少
し
た

事
業
者
に
一
時
金
を
支
給
し
ま
す
。

◇
支
給
対
象　

以
下
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
中
小
企
業
お
よ
び

個
人
事
業
者

▼
営
業
時
間
短
縮
要
請
に
協
力
し

た
飲
食
店
と
直
接
取
引
が
あ
る

事
業
者

　

例
：
飲
食
料
品
卸
売
業
、
お
し

ぼ
り
な
ど
の
供
給
者
な
ど

▼
外
出
自
粛
要
請
に
よ
り
直
接
的

な
影
響
を
受
け
た
、
主
に
対
面

で
個
人
向
け
に
商
品
や
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
事
業
者

　

例
：
イ
ベ
ン
ト
業
、
小
売
業
、

宿
泊
業
、
旅
客
運
送
業
、
理
・

美
容
業
な
ど

※

１
〜
２
月
分
の
一
時
金
を
受
給

し
た
方
も
対
象
。

※

営
業
時
間
短
縮
要
請
を
受
け
た

飲
食
店
は
対
象
外
。

◇
主
な
要
件

・
県
内
に
本
店
ま
た
は
主
た
る
事

業
所
が
あ
る
こ
と

・
令
和
３
年
４
月
か
ら
６
月
の
い

ず
れ
か
の
月
の
売
上
が
、
対
前

年（
ま
た
は
前
々
年
）同
月
比
で

３０
％
以
上
減
少
し
て
い
る
こ
と

※

白
色
申
告
の
個
人
事
業
者
は
前

年（
ま
た
は
前
々
年
）の
月
平
均

の
売
上
と
比
較
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
支
給
額　

１
事
業
者
あ
た
り
一

律
２０
万
円（
１
回
限
り
）

◇
申
請
期
間　

令
和
３
年
８
月
３１

日（
火
）ま
で

※

当
日
消
印
有
効
。

◇
問
合
せ　

県
事
業
者
支
援
一
時

金
相
談
窓
口
☎
０
２
９

－

３
０

１

－

５
５
５
８
（
平
日
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
）

令
和
３
年
度
在
職
者

訓
練
受
講
生
募
集

県
の
営
業
時
短
要
請

に
伴
う
一
時
金

（広告欄）

障
害
者
雇
用
優
良
企
業
募
集

高嶋きみ江　委員 佐藤典子　委員
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茨 城 県 知 事 選 挙茨 城 県 知 事 選 挙
投票日９月５日（日） 時間　午前７時～午後６時

～選挙は、有権者が直接政治に関わることのできる大切な機会です～

▼投票日（９月５日）の投票時間が となります。午前７時～午後６時

美浦村で投票できる方は

投票の方法

不在者投票

■問合せ　美浦村選挙管理委員会（役場総務課内）☎０２９－８８５－０３４０（内）２０４

茨城県知事選挙　投票日：９月５日（日）　時間：午前７時～午後６時茨城県知事選挙　投票日：９月５日（日）　時間：午前７時～午後６時

平日、住民課窓口に来られない方へ

公共機関等お問合せ一覧

美浦村メガソーラー発電量美浦村メガソーラー発電量
累計（今年度）

放送内容が聞き取りにくかった場合、音
声で放送内容を確認できます。

災害等に関する緊急情報等を
メールで受け取ることができ
ます。ホームページか、右の
ＱＲコードから登録できます。

防災行政無線の放送内容の
自動電話案内サービス

☎０２９－８８５－００１０☎０２９－８８５－００１０

２６６，８５１ｋWh ８７１，３５３ｋWh

８月の納税

美浦村防災メール

６月の発電量

◎住民課窓口時間延長
毎月第２・第４水曜日の午後５時１５分～７時に実施します。

・８月・９月の実施日 ８月１１日・２５日、９月８日・２２日
・取扱業務　各種証明書の発行、印鑑登録、パスポートの交付、
戸籍届書の預かり、マイナンバー（個人番号）カードの交付、

　電子証明書の更新
※転入・転出・転居等の住民登録業務は取扱いできません。
◎住民票の写し・印鑑登録証明書の休日交付（電話予約）
事前に平日・午前８時３０分～午後５時までに電話予約をい
ただくと、土・日・祝日に証明書を受け取ることができます。

※ご予約の際は証明書を受け取りにくる方がお電話ください。
◇問合せ　役場住民課

美 浦 村 役 場
みほふれ愛プラザ
子育て支援センター
中 央 公 民 館
中央公民館図書室
文 化 財 セ ン タ ー
光 と 風 の 丘 公 園
保 健 セ ン タ ー
美浦水処理センター
大谷時計台児童館
木 原 城 山 児 童 館
大 谷 保 育 所
木 原 保 育 所
社 会 福 祉 協 議 会
デイサービスセンター
老人福祉センター
シルバー人材センター
消費生活センター
美 浦 村 商 工 会

☎０２９－８８５－０３４０
☎０２９－８８５－６５１１
同上プラザ内
☎０２９－８８５－４４５１
☎０２９－８８５－８４４２
☎０２９－８８６－０２９１
☎０２９－８８５－６７１１
☎０２９－８８５－１８８９
☎０２９－８８５－０７２０
☎０２９－８８５－０５９７
☎０２９－８８５－１０６４
☎０２９－８８５－１５４９
☎０２９－８８５－４４８８
☎０２９－８８５－００３８
☎０２９－８８５－８８８５
☎０２９－８８５－７０８０
☎０２９－８８６－０００７
☎０２９－８８５－７１４１
☎０２９－８８５－２２５０

納期限は８月３１日（火）です。
（２期）
（２期）
（２期）
（２期）

村 県 民 税
国 民 健 康 保 険 税
介 護 保 険 料
後期高齢者医療保険料

（広告欄）

各種相談

個別健康
サポート相談
（要予約）

健康づくりについてお気軽にご相談ください。
日時 ９月１日（水）午前９時３０分～
　　　※一人１時間程度
申込・会場 保健センター☎０２９－８８５－１８８９

障がい者
相談

身体・知的障がい者やご家族の悩み事等何でもご相
談に応じます。

（予約不要）
日時 ８月１６日（月）、９月１３日（月）
　　　午後１時～３時
会場 みほふれ愛プラザ

行政相談 国の仕事のことなどで困ったときはご相談ください。

（予約不要）
日時 ８月２７日（金）午前１０時～正午
会場 役場１階住民相談室

ＦＡＸ

教育相談

学校生活、子育てなどで悩みがあるときはご相談ください。

▼電話相談・来所相談・訪問相談
開所時間 月～金曜日
　　　　　午前９時～正午、午後１時～４時
相談・予約 光と風の丘公園クラブハウス内
☎・ ０２９－８８５－７７８８

美浦村教育相談
センター

弁護士による
法律相談

心配ごと
相談

申込 社会福祉協議会☎０２９－８８５－００３８
会場 老人福祉センター☎０２９－８８５－７０８０

※予約は随時受付。

美浦村社会福祉
協議会主催

日時　９月２２日（水）午後１時３０分～４時

日時 ９月６日（月）、２７日（月）
　　　午後１時～３時

※９月１日（水）午前８時３０分より申込受付。
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